
 

 

 

 

育児休業給付金 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

○ 受給資格 

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が１歳（支給対象期間の延長に該当する場合は、１歳６か

月）未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の２年間に賃金支払基礎日数

11日以上ある月※が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 

※目安としては、週３日以上勤務する方が対象となります。 

○ 支給要件 

・ 育児休業期間中の各１か月に、休業開始前の１か月当たりの賃金の８割以上の賃金が支払われてい

ないこと 

・ 休業している日数が各支給対象期間に20日以上あること 

○ 支給額（支給対象期間（１か月）当たり） 

 

 

 

・ 「賃金日額」は、育児休業開始前６か月の賃金を180で除した額。ただし、この額に30日を乗じ

た「賃金月額」が419,400 円を超える場合は、419,400 円となる。（「賃金月額」が61,500

円を下回る場合は、61,500円） 育児休業基本給付金の上限額は167,760円（419,400円×

40％（当分の間は、50％））となる。 

・ 各支給対象期間中（1 か月）の賃金の額と「賃金日額×支給日数×４0％（当分の間は５０％）」

との合計額が「賃金日額×支給日数」の80％を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給さ

れる。 

 

 

 

 

○ 手続き 

事業主は、被保険者が休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業

開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書」

を管轄ハローワークに提出します。 

・ 育児休業給付金・・・２か月に1回申請します。 

 ※ 添付書類として、①賃金台帳、②出勤簿、③母子健康手帳 が必要です。 
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雇用保険の育児休業給付制度が平成22年４月1日に改正され、「育児休業給付金」と「育児休業

者職場復帰給付金」を統合されました。これにより、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に

支給されることとなります。対象は、平成22年４月1日以降育児休業を開始された方です。 

また、平成22年６月30日より、次の二つの制度が施行されました。 

① 「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たす

と、子が１歳２か月に達する日の前日までの間に、１年まで育児休業給付金が支給されます。 

② 配偶者の出産後８週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得

が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。 

賃金日額 × 支給日数（30日※）× ４０％ （当分の間は５０％） 

※休業終了日の属する支給対象期間は、その日数 

 

例）育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円で10か月間休業した場合 

育児休業基本給付金（1か月当たり）・・・30万円×４0％＝12万円 

（当分の間は、30万円×５０％＝15万円 


